
選 挙 運 動 用 物 品 等 交 付 書 

 

令和７年８月３１日執行の山添村長選挙における選挙運動用物品を、山添村選

挙法令執行規程により下記のとおり交付する。なお、この物品は上記選挙におけ

る候補者でなくなったとき、また、選挙が終了したときは速やかに返還されたい

ので申し添えます。 

 

記 

 

○ 物品関係 

１．選挙運動用自動車表示板   １（自動車の前面に表示） 

２．選挙運動用拡声器表示板   １（送話口の下部に、使用中常時掲示）  

３．街頭演説用標旗       １（街頭演説中に掲出） 

４．自動車乗車用腕章      ４（選挙運動用自動車乗員運動員用） 

５．街頭演説用腕章      １１（街頭演説における選挙運動従事者用） 

６．候補者用たすき       １（返却不要） 

７．候補者用胸章（白バラ）   １（返却不要） 

 

○ 証明書類等 

８．新聞広告掲載証明書     ２（返却不要） 

９．候補者用通常葉書使用証明書 １ 

10．選挙運動用通常葉書差出票  ２５（返却不要） 

 

 

令和７年８月２６日 

 

          山添村選挙管理委員会 

                 委員長  出 好昭    印  

 

       山添村長選挙 

                 選挙長  出 好昭    印  

 

山添村長選挙 

候補者           様 


